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第４章 基本目標と施策の推進 

基本方針Ⅰ  性別を超えて、お互いを尊重し合えるまちづくり 

１ 男女共同参画への関心と理解を広げるための取組を推進します 

【◆：京丹後市女性活躍推進計画としても位置づけます。】 

 基本施策 取組内容 担当課 

１ 

市民への意識啓

発と情報提供及

び相談体制の充

実 

・固定的な性別役割分担の意識を見直すため、広

報・啓発を通じて男女共同参画に対する理解の促

進に努めます。 

・男女共同参画週間等において、男女共同参画社会

の形成の促進を図る学習活動や啓発を進めます。 

・男女共同参画の必要性や男女平等の理念に対す

る理解を深めるため、市民が学び合い、情報交換

できるような場づくりや講座等の学習内容の充

実に努めます。 

・男女共同参画についての悩みや問題を抱える市

民が気軽に相談できるよう、相談窓口の充実を図

るとともに広報に努めます。また、個人情報保護

法その他関連する法令等を遵守し、相談者のプラ

イバシーや個人情報を厳重に保護するなど、適切

な対応に努めます。 

市民課 

２ 

意識調査やデー

タ分析を通じた

実態の把握強化 

◆男女共同参画の取組や働く女性の実態等に関し

て、意識調査等を実施するとともに、国等が実施

する関連調査結果も活用しながらデータ分析を

行うことで実態把握の強化に努め、今後の諸施策

への反映を進めます。 

市民課 

３ 

メディアリテラ

シー、情報リテラ

シー教育の普及

啓発 

・女性を蔑視したり、固定的な考えに基づいて男女

を表現する言葉やイラスト、映像等が改められ、

適切な表現が普及するよう、マニュアル等の活用

や啓発を通じて市民や各種団体、事業所等に呼び

かけます。 

・市民がメディアを含む多様な情報について、真偽

や信頼性を主体的に判断し、選択･活用する能力

を高めるための啓発、学習機会の提供に努めま

す。 

市民課 
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２ 教育を通じて男女共同参画の大切さと自他を尊重する対等な関係づくりを促進します 

 基本施策 取組内容 担当課 

４ 

学校等における

男女共同参画教

育の推進 

・学校教育における男女共同参画に関する教育と

生活指導の必要性について、また、男女共同参画

社会を実現するための研修機会の充実等、教職員

への啓発に努めます。 

・幼少期からの男女共同参画学習機会の提供に努

めます。 

市民課 

学校教育課 

・家庭教育の役割も重要であることから、学校・こ

ども園・保育所を通じて、また社会教育等により、

保護者への啓発に努めます。 

こども未来課 

生涯学習課 

５ 

自他を尊重する

対等な関係づく

りに向けた性と

健康に関する正

しい知識の普及

啓発 

・多様な性のあり方や性的マイノリティへの理解

を広げるための啓発活動や教育を推進します。 

市民課 

生涯学習課 

学校教育課 

・性の不安や悩みに対する相談に応じ、子ども達の

性への健全な感覚を培うよう努めます。 
学校教育課 

・学校と連携し、発達段階に応じた適切な性に関す

る教育・学習の充実、薬物の使用や喫煙・飲酒な

ど健康に関する教育・指導の充実に努めます。 

学校教育課 

健康推進課 
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基本方針Ⅱ 女性の活躍で切り開く、にぎわいと活気のあるまちづくり 

１ まちづくりにおける意思決定の場への女性参画を推進します 

  【◆：京丹後市女性活躍推進計画としても位置づけます。】 

 基本施策 取組内容 担当課 

６ 

男女双方の視点

が活かせる組織

運営の推進を通

じた女性登用の

促進 

◆性別にかかわらず適性や能力に応じて力を発揮

できるよう、庁内各分野における職員配置を見直

し、男女がともに参画する行政運営に努めます。 

◆人事評価制度を効果的に活用した人材育成と能

力開発やキャリア形成の仕組みを確立し、管理職

への女性登用を積極的に進めます。 

◆男女を通じた長時間労働の是正や休暇取得の取

組を進め、仕事と家庭を両立しやすい職場づくり

を進めます。 

◆女性が、希望に応じて多様でかつ柔軟な働き方を

選択でき、それぞれの働きや能力に応じた処遇・

労働条件を確保できるよう、多様な任用形態や社

会人採用等を積極的に取り入れ、女性の採用拡大

をめざします。 

◆全ての職員がその個性と能力を発揮できるよう、

各種ハラスメント防止に向けた意識啓発等を通

じて、安心して働ける職場環境づくりを推進しま

す。 

人事課 

◆主要事業の推進において、男女双方の視点が活か

せる組織体制を整えます。 
政策企画課 

７ 

市審議会等委員

のバランスの取

れた男女比率の

改善 

・審議会等において委員の性別が偏らないよう、一

定のバランスのとれた委員委嘱を図るとともに、

審議会等の開催日時や方法等を参加しやすいよ

う工夫し、多様な立場の人の参画を促進します。 

全課 

８ 

女性が参画しや

すい地域活動の

環境づくり 

・男女双方の視点を取り入れることで、地域活動が

より活発なものになるよう、自治会等の意思決定

組織へ女性が参画しやすい環境づくりを地域へ

働きかけます。 

・子育て期間中の男性が子育てに関わることを促

すとともに、女性が地域に参画しやすい環境の整

備や取組を実施するよう啓発に努めます。 

地域コミュニティ 
推進課 
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２ 女性が自分らしく輝ける環境づくりを促進します 

【◆：京丹後市女性活躍推進計画としても位置づけます。】 

 基本施策 取組内容 担当課 

９ 
女性のネットワ

ーク形成 

・家庭との両立や再就職等について、業種や年代を

超えて女性同士が情報交換や相談できる場づく

りと周知に努めます。  

商工振興課 

市民課 

・「京丹後市女性連絡協議会」における女性関連イ

ベントの開催や団体間の情報交換等を通じて、団

体の自立や自発的な活動を支援します。 

市民課 

10 
女性の能力開発

とリーダー育成 

◆公益財団法人京都産業 21 北部支援センター、職

業訓練法人丹後地域職業訓練協会等と連携し、女

性の就業、再就職を支援するため、技術や能力向

上が図れる学習・研修機会の充実に努めます。 

商工振興課 

◆女性リーダー育成セミナー等への参加を促進す

るため、関係団体等と連携して積極的な広報に努

めます。 

市民課 

◆府や近隣市町、関係各課と連携して、学校教育の

場を通じた効果的なキャリア教育の実施方法に

ついて検討を進めます。 

市民課 

学校教育課 

11 

雇用の場におけ

る男女の機会均

等の推進および

女性登用等の拡

大 

・女性が出産・育児後等に職場復帰しやすい環境づ

くりを進めるため、積極的な働きかけができるよ

う、啓発に努めます。 

・企業への男女雇用機会均等法や労働基準法等の

周知、育児・介護休業法の普及啓発等を進め、労

働環境の改善を促進します。 

・市内の事業所等に対し、「女性活躍推進法」に定

められた「一般事業主行動計画」の策定または事

業規模に応じた女性活躍を推進するよう啓発に

努めます。 

市民課 

商工振興課 

・企業における男女間の賃金格差の是正等をはじ

め、登用機会・待遇の均等に向けた啓発を進める

とともに、男女共同参画の取組を支援するよう情

報提供に努めます。 

商工振興課 

12 
多様な働き方の

推進 

◆フレックスタイム制度や在宅勤務等を促進し、多

様な働き方の増加に対応するための、情報提供や

相談等、企業等への支援体制の充実に努めます。 

◆パートタイムや派遣労働者等の就労条件の向上

に向けた企業への啓発を進めます。 

商工振興課 
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13 

「女性に選ばれ

る企業」づくりの

推進 

◆女性活躍促進のため、女性が活躍する職場として

優れた取組を行う企業等を表彰するとともに、働

きやすい職場づくりに積極的な企業や女性参画

よる企業成長などの好事例の発信に努めます。 

市民課 

14 

職場におけるハ

ラスメントの根

絶 

◆安心して働くことのできる職場づくりに向けた

取組を進めるため、セクシュアルハラスメント、

マタニティハラスメント、パワーハラスメント等

の根絶に向け、広報等を通じ啓発に努めます。 

市民課 

 

３ ウェルビーイングの向上に向けた働き方と暮らしの両立を進めます 

【◆：京丹後市女性活躍推進計画としても位置づけます。】 

 基本施策 取組内容 担当課 

15 

家庭における男

女の家事、育児、

介護の分担 

・男女の役割を固定的に捉えることなく、子育てや

家事、介護について、「お互いに担う、支え合う」

という意識の醸成を図ります。 

・男性が育児休暇取得後に職場復帰しやすく、復帰

後の仕事と育児の両立を図れるような環境づく

りを進めるための啓発に努めます。 

市民課 

16 

ワーク・ライフ・

バランス確保の

ための長時間労

働の見直し 

◆長時間労働を抑制し、企業の生産性と就業者の多

様なライフスタイルを両立するため、企業等に対

し、フレックスタイム制度、時差勤務などの柔軟

な働き方の制度の周知啓発に努めます。 

◆女性活躍をさらに進めるため、企業に対して各種

休暇制度の取得促進及び休暇を取得しやすい職

場環境づくりに向けた啓発に努めます。 

商工振興課 

市民課 

 

４ 移住・定住につながる仕事と子育ての両立を進めます 

【◆：京丹後市女性活躍推進計画としても位置づけます。】 

 基本施策 取組内容 担当課 

17 
起業支援・就労支

援 

◆関係機関と連携し、起業をめざす女性や、すでに

経営者である女性、自営業を営む女性に対する、

経営や技術に関する研修機会の充実、支援に努め

ます。 

◆国や京都府の女性起業家育成支援事業について

の情報提供と活用促進に努めます。 

◆女性が個性と能力を最大限に発揮し、希望する形

で活躍できるよう、就業に向けたスキルアップ機

商工振興課 
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会や再就職に向けた支援に関する情報を広報・周

知を図っていきます。 

18 

多様な主体と協

働した地域の魅

力発信による移

住定住促進と婚

活支援の多様な

展開 

・若年層の移住・定住促進に向けて、あらゆる立場

の人や団体、企業とともに地域の仕事・暮らしの

魅力を伝える教育や情報発信に努めます。 

・交流人口の増加と定着を目指し、地域の魅力や暮

らしのイメージが伝わる情報発信を強化すると

ともに、人と人との交流や新たなつながりが生ま

れる機会を増やします。 

政策企画課 

市民課 

観光振興課 

地域コミュニティ 
推進課 

19 

暮らしやすいま

ちづくりに向け

た家事育児参画

の意識啓発 

◆性別に関係なく互いに協力して子育てにかかわ

ることについて、実践的な学習機会の創出や情報

提供の充実に努めます。あわせて、子育て中の人

に限らず、周囲の理解を促進し、父親が家事育児

に参画することの重要性を啓発します。 

こども未来課 

市民課 

◆女性が自身の力を十分に発揮し、仕事や地域で活

躍できるよう、女性活躍推進法の趣旨や理念につ

いて啓発します。 

市民課 

20 

地域で子育てを

支える環境づく

り 

・児童の保護者等を対象とした家庭子ども相談室

等、相談窓口の連携強化を進めるとともに、子育

て支援センター等に専門的な相談員を配置する

など、相談体制や指導の充実に努めます。 

・市民相互で子育てを支援するファミリーサポー

トセンターの仕組みを活かして、介護や育児の経

験者等の参画を促進するとともに、経験や知見を

活かした子育て支援の充実に努めます。 

・地域住民からの情報提供等、虐待を受けている子

どもをはじめとする要保護児童の早期発見や複

雑多様化する相談に対して適切な対応に努めま

す。 

子育て支援課 
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５ 災害等非常時における安全・安心の確保に向けた男女共同参画の視点を強化します 

 基本施策 取組内容 担当課 

21 

男女共同参画の

視点に立った防

災活動・避難所運

営等の推進 

・災害応急対策として、避難所の運営における男女

のニーズの違い等、男女双方の視点に十分配慮す

るよう努めます。 

・地域の自主防災組織において男女双方の視点に

基づいた活動が行えるよう女性の参画を促進し

ます。 

総務防災課 

地域コミュニティ 
推進課 

・男女共同参画の視点に立った災害や防災に関す

る備えや知識の普及、情報提供に努め、市民一人

ひとりの自助力を高めて防災行動につなげます。 

総務防災課 

市民課 
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基本方針Ⅲ 健康と安心をわかちあう誰一人置き去りにしない共生のまちづくり  
 

１ 健康の維持と安心して子育てができる社会の構築を進めます 

 基本施策 取組内容 担当課 

22 
生涯を通じた健

康支援の推進 

・総合検診については、若い世代や子育て世代を中

心に柔軟な対応を行い、受診しやすい環境の維持

及び啓発を図るとともに、様々な年代や性別に応

じた健康教室・健康相談などを継続します。 

健康推進課 

23 

生きがいとコミ

ュニケーション

からつなげる健

康づくりの促進 

・コミュニケーションの場を通じて、市民が生きが

いを感じられる機会を創出します。 

生涯学習課 

長寿福祉課 

24 

妊娠から子育て

に至る安心して

産み育てられる

環境の推進 

・妊娠、出産、子育てが安心して行えるよう、各種

の検査・検診（または健診）や治療等に係る費用

負担軽減に関する助成制度の効果的な情報発信

を行うとともに、安心して子育てできる環境づく

りを推進します。 

子育て支援課 

25 

各種保育サービ

スの継続的な実

施及び高齢介護

支援体制の充実 

・病後児保育、一時預かり、子育て短期支援（ショ

ートステイ）等の多様な保育サービスについて、

地域や関係団体等との連携を図り、持続可能な提

供体制を検討します。 

子育て支援課 

こども未来課 

◆介護ニーズに応じた各種サービスの充実や質の

向上に取り組むことにより、本人及び家族の負担

軽減を図ります。 

◆介護に関わる人を支援するための学習機会や情

報交換の場の提供に努めます。 

長寿福祉課 

◆ダブルケアの問題等、子育てと介護、両方の負担

に悩む家庭を支援するため、細やかなサービスの

充実に努めます。 

子育て支援課 

こども未来課 

長寿福祉課 

 

２ 高齢者・障害者・外国人の社会参画と理解を促進します 

 基本施策 取組内容 担当課 

26 

高齢者の生きが

い活動・社会活動

の推進 

・シルバー人材センター、老人クラブ等との連携

を図り、様々な学習や交流の機会を提供します。 

・高齢者一人ひとりが特技や能力を発揮できるよ

う、多様な就労の機会づくりに向けた取組を推

進します。 

長寿福祉課 
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27 
障害者の雇用・社

会参加の促進 

・公民問わず、障害者の特性に応じた理解を一層深

め、ハローワークや障害者就労支援センター等と

連携し、様々な職場における業務の見直し・掘り

起こしを行うことにより、職場実習や就労の機会

を広げ、障害者雇用を推進します。 

障害者福祉課 

人事課 

28 

外国人が暮らし

やすい環境づく

りの推進 

・年代を問わず、日本人市民と外国人市民の交流

や学習機会を通じて、相互の文化や人権を尊重

し、安心して暮らすことができるよう、効果的

な情報提供・情報発信に努めるとともに、多言

語に対応した相談体制の充実を図ります。 

政策企画課 

市民課 

 

３ ひとり親家庭等の自立支援と支援ネットワークを充実します 

 基本施策 取組内容 担当課 

29 

ひとり親家庭等

の自立支援に向

けた相談体制等

の充実 

・ひとり親家庭等の市民が抱える複雑化・複合化

する様々な課題に対し、分野横断的、制度の狭

間に陥らない体制（重層的支援体制）を構築

し、よりきめ細やかな対応を行うことで、自立

に向けた伴走型支援を行います。 

こども未来課 

生活福祉課 

30 

誰一人置き去り

にしない支援ネ

ットワークの充

実 

・社会的に孤立することなく地域で安心して暮ら

せるよう、地域住民同士の交流を促進します。 

・困りごとが複雑化・複合化しても切れ目なく支

援につながるよう、重層的支援体制整備事業等

による包括的な相談支援体制の充実を図りま

す。 

生活福祉課 
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基本方針Ⅳ 思いやりで築く安心安全なまちづくり 

【京丹後市ＤＶ防止基本計画】 

１ あらゆる暴力・ハラスメントの発生防止と相談しやすい環境づくりを進めます 

 基本施策 取組内容 担当課 

31 

性犯罪等の防止

のための理解の

促進 

・性犯罪等の防止に向けた意識啓発を進めるとと

もに、多様な情報媒体の活用により、性犯罪等の

防止に関する情報提供を行います。 

市民課 

32 
ＤＶ防止のため

の理解の促進 

・配偶者等からの暴力をなくす啓発期間において、

ＤＶ防止法の周知や暴力の発生防止についての

学習・啓発活動を実施します。 

市民課 

33 

相談しやすい環

境づくりと迅速

な被害者支援に

向けた連携強化 

・広報により、国や府、警察や市、犯罪被害者支援

センター等が行っている被害者支援や相談窓口

の周知を図ります。 

・女性相談や女性電話相談等を通して、ＤＶ、性暴

力、性犯罪、ストーカー被害の悩みを持つ市民の

心のケアに努めます。 

・安心して相談窓口を利用していただけるよう、研

修等の受講により、相談技術の向上に努めます。 

・府、警察等関係機関との連携を強化し、潜在的ケ

ースも含めた問題の早期発見や、被害者へのケー

スに応じた迅速な対応に努めます。 

・被害者の自立支援に向け、関係機関と連携し、犯

罪被害者等支援に努めます。 

・関係機関と連携し、男性でも相談しやすい環境の

整備・啓発に努めます。 

・国や京都府と連携し、加害者更生支援について啓

発に努めます。 

市民課 

・ＤＶがある家庭の子どもの状況把握や、虐待を受

けている子どもをはじめとする要保護児童の早

期発見に努め、必要に応じて関係機関への情報提

供を行い支援につなげます。 

市民課 

子育て支援課 

34 

インターネット

上の暴力・ハラス

メントの防止に

対する広報・啓発 

・デジタル空間における性差別的言動、誹謗中傷、

性的画像の拡散等の暴力やハラスメントの防止

に向け、特に若年層を中心とした啓発・教育を推

進するとともに、被害に遭った際の相談窓口の周

知を図ります。 

市民課 


